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由利本荘市告示第６６号 

令和８年度一般廃棄物の処理実施計画について 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条第１項及び廃

棄物の処理および清掃に関する法律施行規則(昭和４５年厚生省令第３５号)の規定によ

り、令和８年度一般廃棄物の処理実施計画を次のとおり定めたので、由利本荘市廃棄物の

処理及び再利用並びに清掃に関する条例（平成１７年由利本荘市条例第１５７号）第１８

条第１項に基づき告示する。 

 

令和８年度由利本荘市一般廃棄物処理実施計画 

 

策  定：令和８年 ４月 １日 

  

◎対象区域  由利本荘市の全域 

◎計画期間  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

１．ごみ処理実施計画 

（１） 排出量の見込み 

区 分 排 出  量 合 計 

家

庭

系

ご

み 

可燃ごみ 13,157.00  ｔ／年 36.05 ｔ／日 

16,353.00 ｔ／年 

不燃ごみ 562.00 ｔ／年 1.54 ｔ／日 

粗大ごみ 425.00 ｔ／年 1.16 ｔ／日 

資源化物 2,209.00 ｔ／年 6.05 ｔ／日 

事

業

系

ご

み 

可燃ごみ 5,816.00 ｔ／年 15.93 ｔ／日 

6,257.00 ｔ／年 不燃ごみ 252.00 ｔ／年 0.69 ｔ／日 

粗大ごみ  189.00 ｔ／年 0.52 ｔ／日 
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（２）減量化（発生・抑制）計画 

ａ）市民の取り組み 

①資源ごみの分別徹底 〇再資源化できる缶類、ビン類、紙類、ペットボトル 

 等の分別を徹底する。 

〇引取基準に適合するよう、洗浄・異物除去、ビン類

は３色分別、ペットボトルはラベルはがし及びキャ

ップの取り外しを徹底する。 

〇市の収集のほか、大型食料品店、電気店などの店頭 

 回収や地域リサイクル活動を積極的に利用する。 

②ごみの減量化推進 〇使い捨て商品、容器の安易な使用を自粛する。 

〇捨てる前に再資源化、再利用できないか検討する。

〇物を大切に使い、破損や故障の場合には、修理、修 

 繕等を試みる。 

〇買い物には、マイバッグを持参し、レジ袋等の消費 

 を抑制する。 

〇遊休品は、別の使途を考えたり、欲しい人がいない 

か聞いてみる。また、フリーマーケットやリサイク 

 ルショップを利用してみる。 

〇商品購入の際は、ライフサイクルの長い製品、リサ 

 イクル可能な商品、容器、再生品等を選択するよう 

 心がける。 

③生ごみ（厨芥類）の堆肥化 〇生ごみ処理機、コンポストを積極的に活用し家庭内 

 処理を行う。 

 

ｂ）事業者の取り組み 

①生産・販売段階での 

  ゼロエミッション型事業活動 

〇従業員のごみの排出抑制、資源化に関する意識の高 

 揚を図る。 

〇過剰包装を行わず、適正包装の方法の開発及び促進 

 に努める。 

〇ライフサイクルの長い製品、リサイクル可能な 

 商品、容器、再生品等を製造し、また、故障時の修

理体制を充実させる。 

〇トレイ、牛乳パックその他の商品の回収ボックス設 

 置や分別回収に協力する。 

②適正処理と再生委託 〇資源化が可能なものは、極力再資源化ルートへ乗せ 

 る。 

〇プラスチック類は、適正な再生処理業者へ委託す

る。 

〇自社のごみ量と収集・処理に係る金額を把握し、コ 

 スト意識を高めることによって、排出の削減に結び 

 つける。 
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ｃ）市の施策 

①ごみ減量化施策 〇ごみの有料化制度の継続実施。 

〇ごみの分別徹底に係る広報周知活動。 

〇ごみの適正排出、適正分別の徹底を図るため、違反 

内容を明示した違反ごみステッカーを貼付し、取り 

 残しを実施。 

〇一般家庭及びアパート等の集積所を調査し、分別が 

行き届いていない集積所の管理者等に対して、訪問 

 指導を実施。 

〇事業者への適正処理に関する指導。 

〇「まちづくり宅配講座」により、ごみの分別と減量 

 意識の高揚と推進を図る。 

〇「レジ袋の削減に向けた取り組みに関する協定」へ 

 の参加事業所の拡大を図り、マイバッグ運動を推 

 進。 

 

②再資源化施策 〇資源回収業者、資源再生業者ルートの調査、連携強 

 化、住民・事業者への情報提供。 

〇「廃食油の回収」の実施。 

〇「まちづくり宅配講座」により、段ボールコンポス 

 トの普及を図る。 

〇使用済小型電子機器等の再資源化の推進に関する法 

律に基づく、本荘清掃センターでのピックアップ回 

 収の継続実施。 
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（３）収集・運搬計画 

ａ）ごみの分別と排出方法 

①家庭ごみの分別 

分別区分 ごみの種類 注意点 

燃えるごみ 生ごみ、台所ごみ、紙おむつ、ペットボ

トルのキャップ、天ぷら油(廃食油)、落

ち葉、木くず、板きれ、ゴム製品(長靴、

胴長靴、ホース等)、皮革製品(鞄、靴等) 

、発泡スチロール、衣類、ポリ容器 

（シャンプー容器、ポリタンク等）、プラ

スティック製品（衣装ケース、おけ、玩

具、米びつ、スーツケース等）、布きれ、

再生できない紙(粘着物のついた封筒、防

水加工紙、合成紙、感熱紙等、カーボン

紙、油紙、写真、シュレッダーされたも

の等)、インクカートリッジ、貝殻、カセ

ットテープ、乾燥剤、口紅、クレヨン、

計算機、ござ、ゴルフボール、座布団、

ＣＤ、使い捨てライター、電気毛布、フ

ロッピーディスク など 

〇紙おむつは汚物を取り除き、 

小さく丸め不衛生にならない 

 ように排出すること。 

〇天ぷら油(廃食油)は固める 

 か、布や紙などにしみ込ませ 

 てから排出するか、市で実施 

 する廃食油回収箇所に持ち 

 込む。 

〇剪定枝や刈草、板などは乾燥 

させ、指定可燃ごみ袋からは 

 み出さないように排出するこ 

 と。 

〇鞄、靴などの皮革製品類は、 

金属を外して排出すること。 

〇発泡スチロールは、３０ｃｍ 

 四方大に切断して排出する 

 こと。 

燃えないごみ せともの類(急須、茶碗、植木鉢、花瓶

等 )、金属類(鍋、フライパン、調理道具

等) 、電球、陶磁器・ガラス類(窓ガラ

ス、耐熱ガラス等)、傘の骨組み、小型電

気製品(ビデオデッキ、ラジカセ、炊飯

器、掃除機、アイロン、ドライヤー、電

気コード等)、スプレー容器(ヘアスプレ

ー、卓上コンロ用ガスボンベ等)、刃物、

ビン類で収集できないビン(化粧品、油

類、農薬、劇薬のビン等)など 

〇刃物や割れ物などの危険なも 

 のは紙などに包んで「ガラ 

 ス」などと明記して「指定不 

 燃ごみ袋」の外から確認でき 

 るように排出すること。 

〇スプレー容器は車両火災の原 

因となるので、中身を使い切 

 り、穴を開けてから排出する 

 こと。 

資源ごみ 紙類 

（５種類 

に分別） 

新聞紙・広告チラシ 〇新聞紙と新聞折り込みチラシ 

 のみを束ねる。 

〇四つ折りにし、纏めて紙ひも 

で十文字に縛って排出するこ 

 と。 

雑誌カタログ類 〇冊子類のみ束ねる。 

〇形を揃え、紙ひもで十文字に 

 縛って排出すること。 

段ボール 〇一定の大きさに揃え、紙ひも 

で十文字に縛って排出するこ

と。 
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分別区分 ごみの種類 注意点 

  紙パック 〇５００ｍｌ以上の紙パックの 

み分別し、中をゆすぎ、乾燥 

 させ、形状を揃え、紙ひもで 

 十文字に縛って排出するこ 

 と。 

 雑紙 〇上記４区分以外の紙類が該当

〇形を揃え、紙ひもで十文字に 

 縛って排出すること。 

ビン類 ジュース類、ウイスキー

類、ドリンク類、味付け 

のり、ワンカップ、ワイン

など 

  

〇透明、茶色、その他の色の３ 

種類に分別し排出すること。 

〇キャップ、ビニールカバーを 

外し、中身を全部出し、軽く 

 水洗いしてから排出するこ 

 と。 

缶類 ジュース缶、ビール缶、缶

詰類、のり、菓子缶類など 

〇中身を全部だし、軽く水洗い 

 してから排出すること。 

〇スチール缶、アルミ缶を分け 

 る必要はありません。 

ペットボトル ペット１のマークのついて

いるペットボトル 

〇キャップ、ラベルを外し、中 

身を全部だし、軽く水洗いし 

 てから排出すること。 

〇軽くつぶしてから排出するこ 

 と。 

粗大ごみ 

(指定ごみ袋

に入らない 

ごみ) 

家庭用電化製品(家電リサイクル法対象 

製品を除く)机、椅子、毛布類、自転車、

絨毯類、ベッド、ストーブなど 

〇分解可能なものは分解してか 

 ら排出すること。 

  

家電 

リサイクル 

対象５品目 

テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・

冷凍庫、エアコン 

法律により市では収集できない

ので、下記のいずれかの方法で

処理すること。 

〇過去にその製品を購入した小 

 売店に引取りを依頼する。 

〇新しく製品を買い換える際

に、購入する小売店に引取り

を依頼する。 

〇自分で、指定引取場所に持ち 

 込む。(事前に郵便局で「家 

 電リサイクル券」を購入) 

家庭系パソコン 家庭で使用しているパソコン

は、製造メーカーによる自主回

収・リサイクルが義務づけられ

ているため、市では収集しな

い。処分方法等については、 
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パソコンメーカーか一般社団法

人パソコン３Ｒ推進協議会へ問

い合わせすること。 

○パソコン購入時の標準添付品

（マウス、キーボード、スピ

ーカー、ケーブルなど）も一

緒に回収します。マニュア

ル、ＣＤ－ＲＯＭ等は含みま

せん。 

○プリンタ等の周辺機器、ワー

プロ専用機、ＰＤＡ（携帯情

報端末）は対象となりませ

ん。 

電池類・水銀

含有廃棄物 

乾電池・ボタン電池類 ○小さな袋（半透明）に入れて

排出すること。 

携帯用バッテリー等のリチウムイオン電

池類（モバイルバッテリー・加熱式たば

こ等） 

○販売店へ相談いただくか、市

役所、各総合支所の回収ボッ

クスへ排出すること。 

蛍光管 ○購入時の箱に入れ、排出する

こと。箱がない場合はそのま

ま排出。また、割れてしまっ

た蛍光管については、燃えな

いごみの日に燃えないごみ袋

に入れて排出すること。 

水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計 ○袋などに入れ、排出するこ

と。（乾電池の袋とは混ぜな

いこと）水銀が含まれている

場合は、燃えないごみで排出

すること。 
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②家庭系ごみの排出方法 

分別区分 排出方法 収集方式 収集回数 年間収集量 

燃えるごみ 指定可燃ごみ袋(黄色) ステーション回収 週１～２回 13,157.00 ｔ 

燃えないごみ 指定不燃ごみ袋(青色) ステーション回収 月１回 562.00ｔ 

粗大ごみ 専用ステッカー貼付け 
ステーション・個

別回収 
年２～４回 425.00 ｔ 

資 

源 

ご 

み 

紙類 紙ひもで結束     ステーション回収 月１～２回 1,098.00 ｔ 

ビン類(※１) 指定資源ごみ袋(白色) ステーション回収 月１～２回 369.00 ｔ 

缶類(※１) 指定資源ごみ袋(白色) ステーション回収 月１～２回 193.00 ｔ 

ペットボトル 指定資源ごみ袋(白色) ステーション回収 月１～２回 161.00 ｔ 

使用済乾電池 

蛍光灯等 
半透明の小袋等    ステーション回収 年２回 20.00 ｔ 

年末年始を除き、祝日も収集を行う。 

※１ 地域によっては、コンテナ排出も可能 

ｂ）排出のルール 

〇家庭からごみを出すときは、分別区分に従い適正に分別するとともに、品目ごとの排出 

 方法に従うこと。 

〇家庭系ごみは、収集日の午前６時から午前８時までに決められたごみ集積所（ごみス 

 テーション）に出すこと。 

〇引っ越しや草の刈り込み等で４袋以上となる場合は、本市処理施設へ直接搬入する 

 か、市許可業者に収集を依頼すること。４袋以上となる場合は、一時的多量ごみ(生ご 

 み等の日常生活ごみを除く)とみなす。 

〇粗大ごみは、事前に専用ステッカーを購入し、廃棄物に貼付し排出すること。 

②事業系ごみ 

 

● 町内会等が設置する家庭系ごみ集積所には排出しないこと。 

● 自ら搬入する場合は、市が定める受入基準に従うこと。 

 

 

 

 

収集排出方法 

事業活動に伴って 
発生する一般廃棄物 

自ら廃棄物処理施設 
に搬入する 

許可業者が搬入する 

焼却、埋立及び資源化 

種類等 排出方法 処理方法 

許可業者との契約 
に基づき排出 
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③市で収集・処理できないごみ 

区分別品目  

有害性のあるもの バッテリー、農薬、在宅医療廃棄物の注射針など 

危険性のあるもの プロパンガスなど 

引火性のあるもの ガソリン、灯油、塗料など 

特別管理一般廃棄物 
医療機関等から排出される感染性病原体を含むおそれのあ

る包帯、ガーゼなど 

処理機に支障を及ぼすおそれ

のあるもの 

タイヤホイール、ドラム缶、ホームタンク、農業用ビニー

ルシート、コンクリート、ブロック、外壁材、石こうボー

ド、ボイラーなどの設備機器類、ピアノなど 

特定家庭用機器再商品化法第 

２条第６項に規定するもの 
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機 

パーソナルコンピューター デスクトップパソコン本体、ノートパソコンなど 

リサイクルルートが確立され

ているもの 
自動車、自動二輪車、タイヤ、消火器等 

その他 
市処理施設の受入基準規格に適合しない大きさの物、産業

廃棄物など 
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（４）廃棄物処理施設の概要 

【中間処理施設等】 

施設名 所在地 処理区分 処理能力 受入時間 休業日 

本荘清掃 

センター 

由利本荘市 

二十六木字 

下鎌田野 

33－1 

焼却 

破砕 

資源化 

・焼却 

 130ｔ/24ｈ 

 (65ｔ/24ｈ×2 基) 
・破砕 

・可燃   5ｔ/5ｈ 

・不燃    35ｔ/5ｈ 

・磁選機 

・アルミ選別 

・風力選別 

8:30 ～ 

  
16:30 

土曜日 

日曜日 

年末年始 

リサイクル 

施設 

由利本荘市 

東由利蔵字 

根城 71 
資源化 

・ペットボトル減容機 

   300kg/ｈ×1 基 

・選別コンベア 

   13.5ｔ/5ｈ×1 基 

8:30 ～ 

  
16:30 

日曜日 

年末年始 

矢島鳥海サテラ

イトセンター 

由利本荘市 

鳥海町下川内字

上原 13－2 

ストック

ヤード 
 

8:30 ～ 

  
16:30 

土曜日 

日曜日 

年末年始 

● 受入時間及び休業日については、変更する場合がある。 

● 年末年始の休業日については、別に定める。 

● 本市廃棄物処理施設において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 11 条第２項の

規定に基づく「あわせ処理」は原則行わないものとするが、秋田県が実施する「重点区 

 域海岸漂着物等回収処理事業」によって搬入された産業廃棄物(漁網等)については、 

 「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る 

 海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ処理するものとする。 

【最終処分場】 

施設名 所在地 処理区分 処理能

力 

処理計画量 

本荘一般廃棄物 

最終処分場 

由利本荘市 

土谷字下岩瀬地内 最終処分 

容量 

131,000 ㎥ 
1,393 ㎥ 

鳥海一般廃棄物 

最終処分場 

由利本荘市鳥海町小川 

字八森３番地内 

 容量 

50,000 ㎥ 
8 ㎥ 

矢島鳥海サテラ

イトセンター一

般廃棄物 

最終処分場 

由利本荘市鳥海町下川

内 

字上原 13 番地２ 

 焼却 

残渣 
容量 

25,700 ㎥ 
1,422 ㎥ 

本荘由利広域 

市町村圏組合 

埋立最終処分場 

由利本荘市 

土谷字下岩瀬地内 

 焼却 

残渣 

容量 

50,400 ㎥ 
1,721 ㎥ 

● 大館市との事前協議により、焼却残渣の一部はエコシステム花岡（株）へ搬入し、最終 

処分する。 

● 小坂町との事前協議により、焼却残渣の一部はグリーンフィル小坂（株）へ搬入し、最

終処分する。 

● 本荘一般廃棄物最終処分場の受入時間は 8:30 から 16:00 まで、休業日は第２・第４土曜

日、第１・第３・第５日曜日及び祝日とするが、年末年始及び冬期間については別で 

  定める。 
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● その他の最終処分場については、別で定める。 

 

（５）一般廃棄物処理許可業者 

【一般廃棄物処理(収集運搬)業(一般ごみ)】 

業 者 名 

許 可 区 域 

本 

荘 

矢 

島 

岩 

城 

由 

利 

大 

内 

東

由

利 

西 

目 

鳥 

海 

 (有)ダスト・クリーン 〇        

 (株)昭和興業 〇 〇 〇  〇  〇 ○ 

 (株)由利清掃サービス社   〇    〇  

 (有)オリエ商会 〇  〇 〇    ○ 

 (株)さいせい 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

 (有)本荘浜砂利店       〇  

 (有)さいとう     〇    

 (有)サン・アール 〇        

 (社)由利本荘市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 〇        

 

ａ）一般廃棄物処理（収集運搬）業の許可方針 

 ごみの排出量の見込み等を勘案すると、既存の許可業者等により適正な収集運搬が確

保できるため、新たな法令等の整備により必要が生じた場合等を除き、原則として新規

の収集運搬業の許可はしない。 

 大規模災害等により、現状の許可状況に不測の事態が生じた場合、適正処理のため、

一定期間、許可区域を変更することができるものとする。 
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２．生活排水処理実施計画 

（１）生活排水の処理形態別人口の内訳 

区分 人口（人） 処理区域 構成比 

計画処理人口 68,447  100.0 % 

 下水道人口 33,866 本荘処理区（本荘地域） 

矢島処理区（矢島地域） 

道川処理区（岩城地域） 

前郷処理区（由利地域） 

岩谷処理区（大内地域） 

西目処理区（西目地域） 

49.5 % 

浄化槽人口 33,169 市内全域 48.5 % 

 集落排水施設 18,542  27.1 % 

合併浄化槽 11,701 市内全域 17.1 % 

単独浄化槽 2,926 市内全域 4.3 % 

し尿汲み取り人口 1,412 市内全域 2.1 % 

 

（２-１）し尿及び浄化槽汚泥(集落排水施設汚泥含む)の搬入量見込み(全市) 

種 類 搬 入 量  合 計 

し  尿 5,376.08 kl／年  14.73 kl／日   
40,205.20 kl／年 

浄化槽汚泥 34,829.12 kl／年  95.42 kl／日 

 

（２-２）し尿及び浄化槽汚泥(集落排水施設汚泥含む)の搬入量見込み(地域毎) 

地 域 し 尿  浄化槽汚泥 合 計  

本荘地域 2,860.28 kl／年 19,295.49 kl／年 22,155.77 kl／年 

矢島地域 352.54 kl／年 702.33 kl／年 1,054.87 kl／年 

岩城地域 73.57 kl／年 1,655.40 kl／年 1,728.97 kl／年 

由利地域 37.00 kl／年 2,753.99 kl／年 2,790.99 kl／年 

大内地域 641.83 kl／年 3,874.71 kl／年 4,516.54 kl／年 

東由利地域 636.87 kl／年 1,771.35 kl／年 2,408.22 kl／年 

西目地域 175.66 kl／年 3,830.75 kl／年 4,006.41 kl／年 

鳥海地域 598.33 kl／年 945.10 kl／年 1,543.43 kl／年 

合 計 5,376.08 kl／年 34,829.12 kl／年 40,205.20 kl／年 
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（３）収集運搬計画 

種 類 収集・運搬 収 集 方 法 

し  尿 

許可業者 
収集区域を区割りし、当該区域を担当する 

許可業者が戸別収集 
浄化槽汚泥 

 

（４）処理施設の概要 

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 処理能力 

本荘由利広域市町村圏組合広

域清掃センター第１事業所 

由利本荘市二十六木

字下鎌田野 33－1 
好気性消化処理方式 120kl／日 

高負荷脱窒素処理方式 100kl／日 

 

（５）一般廃棄物処理許可業者 

【一般廃棄物処理(収集運搬)業(し尿・浄化槽汚泥)】 

業 者 名 

許 可 区 域 

本 

荘 

矢 

島 

岩 

城 

由 

利 

大 

内 

東

由

利 

西 

目 

鳥 

海 

(有)金藤興業   〇  〇    

(有)環境保全興業  〇  〇    〇 

(株)昭和興業 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
汚泥

のみ 

(有)大洋環境開発工業 〇        

(株)由利清掃サービス社   〇    〇  

(有)由利地区浄化槽管理事務所 〇 〇   〇 〇   

(有)オリエ商会 〇 〇  〇  〇   

(有)鳥海産業        〇 

ａ）一般廃棄物処理(収集運搬)業(し尿・浄化槽汚泥)の許可方針  

 し尿、浄化槽汚泥排出量の見込み等を勘案すると、既存の許可業者等により適正な収

集運搬が確保できるため、新たな法令等により必要が生じた場合等を除き、原則として

新規の収集運搬業の許可はしない。 

 大規模災害等により、現状の許可状況に不測の事態が生じた場合、適正処理のため、

一定期間、許可区域を変更することができるものとする。 
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【浄化槽清掃業】 

業 者 名 

許 可 区 域 

本 

荘 

矢 

島 

岩 

城 

由 

利 

大 

内 

東

由

利 

西 

目 

鳥 

海 

(有)金藤興業   〇  〇    

(有)環境保全興業  〇  〇    〇 

(株)昭和興業 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

(有)大洋環境開発工業 〇        

(株)由利清掃サービス社   〇    〇  

(有)由利地区浄化槽管理事務所 〇 〇   〇 〇   

(有)オリエ商会 〇 〇  〇  〇   

(有)鳥海産業        〇 

ａ）浄化槽清掃業の許可方針 

 既存の許可業者等により適正な処理が確保できるため、新たな法令等の整備により必

要が生じた場合等を除き原則として新規の浄化槽清掃業の許可はしない。 

 大規模災害等により、現状の許可状況に不測の事態が生じた場合、適正処理のため、

一定期間、許可地区域を変更することができるものとする。 

 


